
総務委員会情報連絡 

令和６年９月２６日 

情報連絡事項 頁 

１ 令和６年度の工事請負契約について 

（契約金額６千万円以上１億８千万円未満）・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ 令和５年度 公益通報制度等の運用状況について・・・・・・・・・・・・・ ３ 

（総 務 部） 



総 務 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年９月２６日 

件 名 
令和６年度の工事請負契約について 

（契約金額６千万円以上１億８千万円未満） 

所管部課名 総務部 契約課 

内 容 

令和６年度、契約金額６千万円以上１億８千万円未満の工事請負契約につ

いて、報告する。 

１ 令和６年度契約（令和６年７月１日～７月３１日締結） 

業種 
件 名 

（工事場所） 

契約金額 

(円) 

落札率 

（％） 

契約の 

相手方 

契約 

月日 

一

般

土

木 

1 

中居堀蓋掛け水路改修工事（道路

整備課工事第１３号） 

（総合評価方式） 

工事発注課：道路整備課 
86,900,000 96.63 

中沢建設 

株式会社 
7/4 

足立区綾瀬六丁目３７番先 

2 

橋梁補修工事（道路整備課工事第

１２号） 

工事発注課：道路整備課 76,653,500 93.78 

新和建設 

株式会社 

東京支店 

7/5 

足立区東伊興二丁目２１番から古

千谷本町四丁目２番先ほか２橋 

建

築 
1 

弘道第一小学校プール缶体改修そ

の他工事 

工事発注課：中部地区建設課 80,740,000 95.09 
株式会社 

向田工務店 
7/5 

足立区弘道一丁目２０番８号 

※ 契約金額には消費税を含む。

※ 契約金額が６千万円以上１億８千万円未満の工事でも、既に上程した

ものは記載していない。 
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総 務 委 員 会 情 報 連 絡

令和６年９月２６日 

件 名 令和５年度 公益通報制度等の運用状況について 

所管部課名 ガバナンス担当部 コンプライアンス推進担当課 

内 容 

足立区においては、公益通報制度（内部通報制度及び外部通報制度）

及び提言、要望等に関する取扱規程の運用状況等については、毎年度、

各要綱の規定に基づいて公益監察員の意見を付して公表することとさ

れている。令和５年度の運用状況について、以下のとおり報告する。 

１ 内部通報及び対応等の状況並びに運用状況に関する意見について 

内部通報とは、区の職員等が区の事務事業等の執行において、法令

等に違反するなどの事実が生じていると考える場合等に公益監察事

務局（以下「事務局」という。事務局はコンプライアンス推進担当課

が務めている。）等に行う通報をいう。調査は原則として公益監察員

が行う。（根拠：足立区職員等の内部公益通報等に関する要綱） 

（１）内部通報及び対応等の状況   内部通報６件 

事案の概要 調査結果 是正措置等の概要 

①事業者等に対する

情報漏えい

違法な事実は認

められない 

是正措置なし 

②会計年度任用職員

の採用に関する不

正行為

違法な事実は認

められない 

採用選考の情報提供等に

個人のスマホは使わない 

③委託契約の入札に

おける不公正な行

為の疑念

違法な事実は認

められない 

是正措置なし 

④資格更新における

不正行為、上司の

報告義務違反

違法な事実が認

められた 

証明書の返還 

幹部職員の意識付け等 

⑤業務委託契約の入

札における法令違

反の疑い

調査中 

⑥外部有識者からの

特定要求等の疑い

違法な事実は認

められない 

設置要綱の見直し 

支出原議の記述の見直し 

※ 通報者が特定される情報を公表してはならない（要綱第２９条）

※ 令和６年８月末現在の状況

（２）公益監察員意見

ア 意見者 足立区公益監察員（弁護士） 迫 友広

イ 意見内容

当職は、令和５年度、足立区において、内部通報の根拠となる
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規程が整備され、通報の受付・調査に対応するための窓口、事務 

局等の体制が整えられているとともに、庁内に十分周知されてい 

ることを確認した。また、報告を受けた令和５年度中の内部通報 

への対応についても、不適当な点は認められなかった。 

なお、公益監察員の是正措置等の意見と、意見に対する足立区 

の回答が必ずしもかみ合っていないと思われるものが見られた。 

公益監察員が足立区の幹部職員から独立して職権を行使するこ 

ととされている以上、意見の食違い等があることは当然予想され 

る事態であると言え、それ自体に特段問題があるわけではない 

が、是正措置をより実効的なものとする等の観点から、必要に応 

じて、独立性を害さない範囲で公益監察員と足立区職員が是正措 

置等に関し意見交換をする必要があるものと思料する。 

ウ 区の対応

公益監察員には、事務局から区の制度等について十分情報提供

するとともに、是正措置等の意見については、事務局で詳細に確 

認し、該当所属へ確実に伝え、齟齬のないように対応していく。 

２ 外部通報及び対応等の状況並びに運用状況に関する意見について 

外部通報とは、外部の労働者等が自ら雇用され、役務を提供する事

業者などにおいて、法令や条例に違反する事実が生じていると考え

る場合等に、事務局又は処分等を行う権限を有する区の担当課に行

う通報をいう。調査は処分等を行う権限を有する区の担当課が行う。 

（根拠：足立区外部公益通報等の手続に関する要綱） 

（１）外部通報及び対応等の状況 外部通報 ２件 

事案の概要 

（違法な事実） 

違反す

る法令 

調査結果 措置の概要 備考 

①事業者Ａは、長

年にわたり、法

律上必要な免許

を有しない者Ｂ

を雇って当該業

務を行わせ、区

には隠ぺいをし

ている。

通報者

保護の

ため明

示しな

い。 

違法な事

実が認め

られた。 

１当該事業

者に対し

て厳重注

意。報告

書の提出

を指示。 

２警察に情

報提供。 

報告書に

より、無免

許者によ

る業務を

取り止め

たことを

確認した。 

②事業者Ｃは、Ｄ

が法律上必要な

免許を有しない

と知っていなが

ら当該業務を行

わせている。

通報者

保護の

ため明

示しな

い。 

違法な事

実が認め

られた。 

１当該事業

者に対し

て厳重注

意。報告

書の提出

を指示。 

２警察に情

報提供。 

報告書に

より、無免

許者によ

る業務を

取り止め

たことを

確認した。 

※ 通報者等が特定される情報を公表してはならない（要綱第２８条）
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（２）公益監察員意見

ア 意見者 足立区公益監察員（弁護士） 金子 憲康

イ 意見内容

令和５年度は、外部通報要綱に基づき２件の通報が寄せられ

たが、いずれの事案についても、同要綱に基づき適正に、受付、 

受理、調査の必要性判断、調査及び措置がなされ、またその過程

において適時に公益監察員に助言が求められていることを確認

した。 

区民の声（区長へのメール）等による苦情等につき、当面、適

用を見合わせるとの判断については、総括通報等責任者の事務

総括権に基づき対応したとのことであり、その判断自体には疑

義はないものの、適用明確性の確保のために、同要綱上に適用除

外の根拠規定（該当事由、判断主体、判断手続等）を定めること

が望ましいものと思料される。 

ウ 区の対応

外部通報要綱に適用除外の根拠規定を定めるため、全庁調査を

実施した上で、適用除外の法令等を特定し、年度内に外部通報要

綱の改正を行っていく。 

３ 特定要求等及び対応等の状況並びに運用状況に関する評価等につ

いて 

職員が外部から特定要求等（特定要求（注１）又は不当要求（注

２））を受けた場合に、直ちに上司等に報告し、特定要求等記録票によ

り事務局に通報する。事務局等は区長に報告するとともに、公益監察

員等による助言を含めて支援し、公正な職務執行を確保する。 

（根拠：足立区への提言、要望等に関する取扱規程） 

  注１ 特定要求とは、正当な理由なく特定の者（個人、法人、団体等）に有

利又は不利な扱いを求めるなどの不公正な対応や、法令違反の対応を職

員に求める要求 

  注２ 不当要求とは、暴力行為、どうかつ、面会の強要、誹謗中傷その他の

社会的相当性を逸脱する手段により、職員の公正な職務の遂行を妨げる

ことが明白な行為又は要求 
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（１）特定要求等及び対応等の状況 不当要求 ３件 

事案の概要 
要求の 

態様 
助言・対応状況等 

①回答、謝罪等

をしても、執

拗に長時間、

暴言をまじえ

て職員を追及

する行為

不当要求 ①公益監察員に資料を送付し、助言を依

頼。

②事務局が被害職員等からヒアリングす

るとともに、公益監察員からの助言の

内容を説明。

③（全庁方針）質問等に対しては、電話

ではなく、文書回答に一元化する。

④（全庁方針）困難事案として各課の苦

情等を共有し、顧問弁護士の助言等を

受けながら全庁的な組織対応を行う方

針となった。

⑤本件による不当要求対応は終了。

②利害関係者か

らのケースワ

ーカー等への

執拗な抗議、

要求及び暴言

不当要求 ①事務局が被害職員等から事情聴取。

②事務局が提供資料の精査、法的対応等

に関する助言。

③助言を受けて担当課が対応。

（関連訴訟が和解により解決）

④顧問弁護士の確認を受けた回答文の送

付。

⑤不当要求対応は終了。

③生活保護受給

者からケース

ワーカー等に

対する逸脱し

た要求、中傷

する言動 

不当要求 ①公益監察員に資料を送付し助言を依頼。 

②事務局が事態改善に有益な参考資料、公

益監察員の助言を提供。

③公益監察員、被害職員等及び事務局との

ウェブ会議実施。公益監察員が法的な観

点からの助言等を行う。 

④公益監察員の助言等を受けて、要求者の

過剰な要求を制約し、適切に要求者に対

応。

⑤要求者が他自治体に転出したことによ

り、不当要求対応は終了。
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（２）公益監察員の評価、意見

ア 評価者 足立区公益監察員（弁護士） 金子 憲康

イ 評価内容

（ア）運用状況評価

令和５年度は３件の特定要求等の事案が公益監察事務局に

相談された。うち２件において、足立区への提言、要望等に

関する取扱規程（以下「本取扱規程」という。）に基づき公

益監察員に助言が求められ、またうち２件において顧問弁護

士への相談も行われた。当該特定要求等を受けた部署は、こ

れらの相談結果を踏まえて、要求者への対応を執ることなど

により、当該特定要求等は終了した。 

このとおり特定要求等への対応は、本取扱規程に基づき、

公益監察事務局及び公益監察員等の助言等を得ながら適切に

行われたものと評価できる。また、カスタマー・ハラスメン

トと評価されうるこれら３件の事案への対応内容においても

足立区の公正な職務執行は確保できたものと評価する。 

（イ）意見、要望

本取扱規程に基づく特定要求等の取扱いは、足立区の公正

な職務執行を確保することを目的としている。今後も、職員 

に対して引き続き本取扱規程につき適切な周知を図り、本取 

扱規程の適切な運用が継続されていくことを期待する。 
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